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後期会議論点解説 
第 4回勉強会 2008/10/11 

文責 武智彩 

    

プレゼンプレゼンプレゼンプレゼンのののの目的目的目的目的    

今までの勉強会で人身取引に関するさまざまな事柄をおさえてきた。 

今回はそれを踏まえ、来週からの会議で一国の大使としてどのように行動すべきかの手が

かりをつかんでいただきたい。 

 

☝☝☝☝そもそもそもそもそもそもそもそも人身取引人身取引人身取引人身取引のののの要因要因要因要因とはとはとはとは？？？？    

貧困、経済格差、 

人口増加 ⇒ 仕事への求人＜＜＜＜人口 ⇒ 人間が使い捨てられる 

内戦による国内の混乱、 

政治腐敗、不法移民、 

搾取を伴う活動（強制売春や強制労働、違法に取引された臓器）への需要・・・ 

とさまざま！ 

 

 

 

人身取引人身取引人身取引人身取引をををを解決解決解決解決するためにはするためにはするためにはするためには何何何何がががが必要必要必要必要なのかなのかなのかなのか？？？？    

    

１１１１．．．．上記上記上記上記のののの要因要因要因要因がががが人身取引人身取引人身取引人身取引にににに発展発展発展発展するするするする前前前前にににに対策対策対策対策！（！（！（！（PreventionPreventionPreventionPrevention））））    

⇒⇒⇒⇒EEEExxxx．．．．))))    雇用の確保、キャパシティビルディング、出入国管理、 

需要への対策（啓発活動など） 

 

２２２２．．．．生生生生まれてしまったまれてしまったまれてしまったまれてしまった被害被害被害被害にににに対対対対するするするする対策対策対策対策！（！（！（！（ProtectionProtectionProtectionProtection）））） (P (P (P (Prosecution)rosecution)rosecution)rosecution)    

【【【【protectionprotectionprotectionprotection】】】】    

⇒⇒⇒⇒ExExExEx．．．．））））受入国、送り出し国双方での被害者の保護、支援、 

受け入れ国での在留許可、出身国への安全な帰還または受入国での

定住、第 3国への移住 

【【【【prosecutionprosecutionprosecutionprosecution】】】】    

⇒⇒⇒⇒ExExExEx．．．．））））加害者の取り締まり、そのために人身取引を犯罪化、 

訴追に携わる人間への教育 

 

 

 

コメントコメントコメントコメント [a1]: ５ページ目に前回

の勉強会では触れなかった追加要

素を書いてあります。 

コメントコメントコメントコメント [a2]: 国内における努力

が必要 



2 
 

これらの要素を含む「人身取引防止議定書」や OHCHR が提出した「人権及び人身取引に

関して奨励される原則及び指針」など、対策のための議定書やガイドラインはいろいろと

存在している 

 

    

しかしかしかしかーーーーしししし！！！！    

このようなこのようなこのようなこのような対策対策対策対策をををを行行行行うううう上上上上でまだまだでまだまだでまだまだでまだまだ問題点問題点問題点問題点がががが！！！！    

    

 

 

Ex．1)人身取引に関してあらゆる規定がなされている「人身取引防止議定書」！でも・・・  

 

・被害者の保護はあくまで努力目標 

 ・締約国においてもその履行は不十分（履行監視制度がないため） 

←議定書で求められている需要の抑制への対策もあまり進んでいない 

   国境管理はそもそも締約国のできる範囲内だし・・・ 

 ・そもそも国際組織犯罪防止条約を補足する議定書という性質上、適用されるのは越境

する人身取引犯罪のみ 

 

～カンボジア国内の人身取引～ 

カンボジアは人身取引の送り出し、通過、受け入れ国のすべてに当てはまる。貧困のため

子供の労働力も家庭の収入源となっている。この過程で子供が人身取引に遭っている。子

どもの被害者はカンボジアからタイやベトナムへも売られていくが、こうした越境する取

引のみならず、カンボジア国内でも首都プノンペンに子供たちが人身取引の結果集められ

て物乞いや売春に従事させられている。 

 

Ex．2）人身取引の犯罪化と訴追 

 

 ・人身取引が犯罪であるという概念が存在しない国がある 

 ・現在も加害者の訴追数は少ない 

 

～人身取引の加害者訴追数が増えない原因～ 

人身取引の加害者訴追制度を持っていたとしても、その国の警察が人身取引の目撃者、証

人の身元を守ることができない、または人身取引の被告による被害者や裁判所への脅しを

防ぐことができなければ、訴追を進めることが難しい。 

 

コメントコメントコメントコメント [a3]: ページの最後に説

明 
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Ex．3）密入国と人身取引の区別 

  

・人身取引被害者であるという認定がきちんとできなければ、不法入国者として強制送還 

の対象に！ 

 

～不法入国扱いによって強制送還された例～ 

24歳の東ヨーロッパ人である Alexandruは、一定期間の仕事をするために西ヨーロッパの

国へ向かった。しかし彼は報酬の支払いをほとんど受けず、電気も上下水道もない掘立小

屋に住むことを余儀なくされた。Alexandru が不満をこぼすと、彼のボスは彼を暴行し過

酷な状況に置いた。彼を発見した警察は、彼を密入国者として留置した。警察は、彼は両

手にギプスをはめており、サインをすることは物理的に不可能であったにもかかわらず、

警察の要求する文書に Alexandruがサインしなかったと言って彼を強制送還した。 

 

【【【【今回今回今回今回のののの設定会議設定会議設定会議設定会議】】】】    

第第第第 63636363 会期国連総会会期国連総会会期国連総会会期国連総会    第第第第 3333 委員会委員会委員会委員会    

議題議題議題議題    人身取引撲滅人身取引撲滅人身取引撲滅人身取引撲滅にににに向向向向けたけたけたけた効果的効果的効果的効果的アプローチアプローチアプローチアプローチのののの検討検討検討検討    

 

今会議今会議今会議今会議はははは完全完全完全完全なななな二項対立二項対立二項対立二項対立になれないになれないになれないになれない！！！！    

 

 

国国国国によってによってによってによって求求求求められるめられるめられるめられる対策対策対策対策がががが異異異異なるなるなるなるためためためため    

 

人身取引をなくすためにどうにかしなくちゃという意識は世界的に広まりつつある！ 

がががが、、、、しかししかししかししかし！！！！    

対策を行う上でさまざまな障害が存在する！ 

その障害を取り除かなければならない！ 

国内のみならず越境する人身取引は 1国では手に負えない問題！ 

いろんな国と協力していかなければ解決の道は程遠い・・・。 

 

Ex．)うちの国は受け入れ国から帰ってくる人身取引の被害者が多い！ 

やけど国の経済的に被害者の保護に回せる資金がなくて思うようにいかへん！ 

とはいえきちんと保護しないとまた被害者が人身取引に遭ってしまう！ 

他の国から保護のための支援がほしい！ 
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【【【【グルーピンググルーピンググルーピンググルーピングについてについてについてについて】】】】    

今回は対立軸でのグループ分けが困難である。しかしながら自国の経済状況や対策状況に

よって利害の似ている国というのが出てくると考えられる。そうした国と結び、自国の利

益達成を目指していただきたい。 

 

【【【【会議会議会議会議にににに臨臨臨臨むにあたってむにあたってむにあたってむにあたって】】】】    

☝☝☝☝担当国担当国担当国担当国のののの立場立場立場立場としておさえておいてほしいこととしておさえておいてほしいこととしておさえておいてほしいこととしておさえておいてほしいこと    

・自分の国は送り出し、通過、受け入れのどれに当てはまるのか（もちろん複数当ては

まる場合あり） 

・自国の人身取引政策はどこまで進んでいて、うまくいっていない部分があるとすれば

何が原因なのか（つまり、今会議で何を求めたいのか） 

 

 

≪≪≪≪まとめまとめまとめまとめ≫≫≫≫    

今回は「人身取引撲滅に向けた効果的アプローチの検討」という議題の下、各国における 

対策の現状と対策において障害となっている部分を踏まえた上で、議論し、効果的なアプ 

ローチを考えていただきたい。 

 

参考文献 

☆2008年度神戸研究会後期 BG「人身取引撲滅に向けた効果的アプローチの検討」 

☆アジア太平洋人権情報センター編 「アジア・太平洋人権レビュー2006 人身売買の撤 

廃と被害者支援に向けた取組み」 現代人文社 2006年 

☆大久保史郎編 「講座 人間の安全保障と国際組織犯罪第 3巻 人間の安全保障とヒュ 

ーマントラフィッキング」日本評論社 2007年 

☆吉田容子編 JNATIP監修「人身取引をなくすために 受入大国日本の課題」 

明石書店 2004年 

 

参考Web ＊最終閲覧日は 2008/10/11 

☆UNODC  

http://www.unodc.org/ 

☆2004年米国国務省レポート（抜粋） 

http://tokyo.usembassy.gov/j/p/tpj-j20041019-50.html 

☆2008年米国国務省レポート 

http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008/ 

☆カンボジアにおけるトラフィッキングの現状 

http://www.k5.dion.ne.jp/~linmin/Trafficking.pdf 
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今会議におけるアウトオブアジェンダ 

☝☝☝☝人身取引防止議定書人身取引防止議定書人身取引防止議定書人身取引防止議定書のののの改正改正改正改正    

⇒決議の中に「人身取引防止議定書の第～条を以下のように改正する」という内容の文言

はなし 

ただし、「人身取引防止議定書の改正を提案する」という意の文言を載せることは可能 

 

BG に載せてある着眼点について 

着眼点着眼点着眼点着眼点①①①①    保護体制保護体制保護体制保護体制のののの強化強化強化強化    

途上国→自国だけでは保護体制を十分に整えるのが難しい、他国からの支援が必要 

先進国→主に受け入れとなっているが、自国で受け入れられる被害者の数には限界がある 

    （国にとって経済的な負担にもなる＊詳しくはレジュメ「人身取引対策における

3Pアプローチ」と「人身取引対策上の問題点」より）。 

     できるだけ早く被害者を出身国へ帰したい 

着眼点着眼点着眼点着眼点②②②②    需要需要需要需要のののの抑制抑制抑制抑制    

送り出し国→そもそも需要があるから供給が生まれる。受け入れ国側の労働力に対する需

要への対応をどうにかしてほしい。 

受入国（主に先進国）→実際途上国（送り出し）側の安価な労働力に助けられている部分

がある。あまり大きな声で需要の抑制を叫びたくない。 

 

このように、上記の 2点は意見の分かれるところであると考えられます。 

なお、「着眼点③関係する条約への批准」は今回の会議において心に留めておいてほしい部

分であるとして書かせていただきました。 

 

 

Q&AQ&AQ&AQ&A    

質問① 裁判所が被告から脅されるってどういうこと？ 

 

答え 

Case① 人身取引の罪に問われた被告がある犯罪組織の一員だった場合、その犯罪組織か     

    ら裁判所への脅迫をする。 

Case② そもそも裁判所と犯罪組織との間に癒着があるため裁判所が正確に機能しない。 

Case③ 人身取引が自国の中で横行していると知られたくない政府が、裁判所に対し圧力

をかけて裁判を妨害する。 

 

＜人身取引防止議定書に関する質問は別のレジュメにてお答えします＞ 
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質問② 今回は国連総会第 3委員会であり、議定書に批准しておらず、さらに人身取引の

犯罪化が行われていない国に対し、他の国にそのことを言及されても反論は可能

か？ 

答え  可能です。 

 

 


